
 

第 45 回 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部 次第 

 

日 時 令和３年９月 28日（火）18時 00分から 

場 所 西庁舎６階災害対策本部室 

 

議題 

 

１． 10 月１日以降の本県の対応について 

 

２．その他 

 



新型コロナウイルスに係る現在の状況について
＜９月２7日までのデータを反映＞

令和３年９月２８日
健康医療局医療危機対策本部室



ステージ判断指標と本県の状況について
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新規感染者の推移（実数・日別）・感染者カレンダー
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県内市町村別の新規感染者の発生状況
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25人以上
（ステージⅣ） 紫

15人~25人
（ステージⅢ） 赤

10人~15人
（ステージⅡ） 黄

9/21-9/27

人口10万人あたりの
新規感染者数（人）

※下記表の人数には、①県域保健所が発表
した保健所設置市居住者、②保健所設置市
が発表した域外居住者は除外。



新規感染者の推移(人口10万人当たり・週合計）
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190.56



療養者数の推移(人口10万人当たり・週合計）

6

200



病床利用率
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■病床利用率の推移

※県のステージ判断指標では、病床全体（宿泊療養施設は含まない）及び重
症用病床の各確保病床に対する占有率が、ステージⅢ移行の基準値として
20％以上、ステージⅣ移行の基準値として50％以上と設定。

※病床利用率は、最終的な確保病床に対する現在の入院者数で計算。休日に
おける病床利用率は、直前の平日の数値を用いて計算。（ただし、2020年
12月29日～については、休日分数値を取得・使用して描画。）



入院者数
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■入院者数(重症） ■入院者数(中等症+軽症）

2021年9月27日 現在 2021年9月27日 現在
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新規陽性患者数とクラスター未終結施設数



医療提供体制の今後の展開

4 更なる病床拡大

1 低酸素者の入院困難
2 自宅療養でのステロイド投与

本来のフェーズ４へ病床数を戻す
フェーズ５を新設し協定を見直す

酸素飽和度93%以下と
ステロイド投与者の全員入院

感染爆発期 感染収束期

患者数

3 一般医療の延期 一般医療の再開
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入院者数の予測値
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入院者数

9月24 日時点の「新型コロナ感染者情報分析EBPMプロジェクト」主要モデルより9月28日以降の予測値を記載
表示しているグラフは、人流が、前週より20%ずつ増加すると仮定、ワクチン接種率のペースは現在と同程度、とした場合の予測

重症者数10月21日時点の予測値

最も起こりうる 117人

最悪 139人

10月21日時点の予測値

最も起こりうる 22人

最悪 26人
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延期可能な入院・手術の延期の解除

□令和3年8月6日（医危第1678号知事要請）
▶3ヶ月程度、医師が延期できると判断した入院・

手術の一時停止を要請。

□令和3年9月24日
▶医師が延期できると判断した入院・手術の一時停

止を本日から解除、停止していた入院・手術の再開を
要請。



病床確保フェーズ６段階(暫定)

新たな病床確保計画

フェーズ ０ １ ２ ３ ４ （仮）５

1000床
重100

1300床
重130

1700床
重170

2000床
重210

一部の一般医療の延期（医療機関裁量）

＊フェーズアップ時の増床期間3週間

120床

2300床
重270

一般医療の延期（通知に基づく対応）
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一般医療と両立できない
災害時対応



なくならない疾患との付き合い方
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・全世代ワクチン接種率向上 ・発症者の確実な受診診断
（抗原検査キット）

・中和抗体投与体制
・早期抗ウイルス薬・ステロイド
・早期薬剤処方

予防 早期診断 早期治療

平時医療の基本概念と同様の手段を獲得できた
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和３年 月 日）（新旧対照表） 

（主な変更点） 

（下線部分は改定箇所） 

変 更 案 現 行 

序文 

（略） 

令和３年９月９日には、感染状況や医療提供体制・公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、

法第 32 条第３項に基づき、新規陽性者数の減少及び医療

提供体制等への負荷の軽減が見られる、宮城県及び岡山

県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされてい

る９月 12 日をもって緊急事態措置区域から除外し、緊急

事態措置区域を北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡

県及び沖縄県に変更するとともに、北海道、茨城県、栃木

県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫

序文 

 (略) 

令和３年９月９日に、感染状況や医療提供体制・公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、

法第 32 条第３項に基づき、新規陽性者数の減少及び医療

提供体制等への負荷の軽減が見られる、宮城県及び岡山

県について、緊急事態措置を実施すべき期間とされてい

る９月 12 日をもって緊急事態措置区域から除外し、緊急

事態措置区域を北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡

県及び沖縄県に変更するとともに、北海道、茨城県、栃木

県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫

（第17回基本的対処方針分科会資料）
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県、広島県、福岡県及び沖縄県において緊急事態措置を

実施すべき期間を令和３年９月 30 日まで延長すること

とした。 

また、重点措置区域について、同じく令和３年９月９日

には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する

負荷の状況について分析・評価を行い、富山県、山梨県、

愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県について、まん延防止

等重点措置を実施すべき期間とされている９月 12 日を

もってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を行う

とともに、法第 31 条の４第３項に基づき、９月 13 日以

降については、従前、緊急事態措置区域とされていた宮

城県及び岡山県を追加する変更を行い、また、これらの

県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令

和３年９月13日から令和３年９月30日までの18日間と

し、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島

県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令

和３年９月 30 日まで延長する旨の公示を行った。 

令和３年９月 28 日に、感染状況や医療提供体制・公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、

全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しないことと

県、広島県、福岡県及び沖縄県において緊急事態措置を

実施すべき期間を令和３年９月 30 日まで延長すること

とした。 

また、重点措置区域については、同じく令和３年９月

９日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、富山県、山梨

県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県について、まん延

防止等重点措置を実施すべき期間とされている９月 12

日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示を

行うとともに、法第 31 条の４第３項に基づき、９月 13

日以降については、従前、緊急事態措置区域とされてい

た宮城県及び岡山県を追加する変更を行い、また、これ

らの県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間

を令和３年９月13日から令和３年９月30日までの18日

間とし、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿

児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間

を令和３年９月 30 日まで延長する旨の公示を行った。 

（新設） 

 

 



3 

なったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされてい

る９月 30 日をもって緊急事態措置を終了した。 

また、重点措置区域についても、同じく令和３年９月

28 日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対す

る負荷の状況について分析・評価を行い、宮城県、福島

県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島

県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間と

されている９月 30 日をもってまん延防止等重点措置を

終了する旨の公示を行った。 

今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制を

もう一段整備し、感染拡大に対する社会の耐性を高めな

がら、感染対策と日常生活を両立させることを基本とし

て、政策を展開していくこととする。また、感染の再拡大

が見られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等

を講じるものとする。 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、「令和３年６月 21 日以降における取組」（令

和３年６月 17 日新型コロナウイルス感染症対策本部と

りまとめ。以下「令和３年６月 21 日以降の取組」という。）

を踏まえ、感染の再拡大を防止するため、ワクチン接種

の円滑化・加速化をはじめ効果的な対策を総合的に進め

ていくこととする。また、感染の再拡大が見られる場合

には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じるものと

する。 

 

（略） 
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一 （略） 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

 ①～③ （略） 

 ④ 緊急事態措置区域から除外された地域（重点措置

区域及び重点措置区域以外の地域の双方を含む。）に

おいては、感染の早期の再拡大を防止する観点から、

対策の緩和については段階的に行い、必要な対策は

ステージⅡ相当以下に下がるまで継続する。感染の

再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い

感染対策等を講じる。 

 ⑤～⑩ （略） 

 ⑪ 令和３年９月３日にとりまとめられた分科会の考

え方及び令和３年９月９日に政府対策本部において

とりまとめられた「ワクチン接種が進む中における

日常生活回復に向けた考え方」を受け、ワクチン接種

の進捗状況を踏まえ、緊急事態措置区域等における

行動制限の縮小・見直し等について、「ワクチン・検

査パッケージ」の技術実証や地方公共団体や事業者

等との議論を含め国民的議論を進め、具体化を進め

一 （略） 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

 ①～③ （略） 

 ④ 緊急事態措置区域から除外された地域（重点措置

区域及び重点措置区域以外の地域の双方を含む。）に

おいては、対策の緩和については段階的に行い、必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続す

る。感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果

的で強い感染対策等を講じる。 

 

 ⑤～⑩ （略） 

 ⑪ 令和３年９月３日にとりまとめられた分科会の考

え方を受け、ワクチン接種の進捗状況を踏まえ、緊急

事態措置区域等における行動制限の縮小・見直しに

ついて、地方公共団体や事業者等との議論や技術実

証を行い、具体化を進める。（新設） 
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る。技術実証に際しては、行動制限の緩和については

特例的に取り扱う。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１） （略） 

（２）サーベイランス・情報収集 

 ① （略） 

 ② （略） 

   また、これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅

速・円滑に検査を行い、感染が拡大している地域に

おいては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者

に対し、ＰＣＲ検査等による幅広い検査の実施に向

けて取組を進めるとともに、院内・施設内感染対策

の強化を図る。感染拡大地域においては、保健所の

判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族など

への検査を促進する。 

（削除） 

 

 

 

 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１） （略） 

（２）サーベイランス・情報収集 

 ① （略） 

 ② （略） 

   また、これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅

速・円滑に検査を行い、感染が拡大している地域に

おいては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者

に対し、ＰＣＲ検査等による幅広い検査の実施に向

けて取組を進めるとともに、院内・施設内感染対策

の強化を図る。感染拡大地域においては、保健所の

判断を待たずに、医師による陽性者の同居家族など

への検査を促進する。 

高齢者施設の従事者等の検査について地域の感染

状況に応じ、当面、集中的実施計画に基づく検査を定

期的に実施するよう求めつつ、その在り方については
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また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に 

陽性者を発見することによって感染拡大を防止する

観点から、政府は、早期の受診と診療・検査医療機関

での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査を促す。

さらに政府は、同様の観点から、医療機関や高齢者施

設、保育所等において従事者等に毎日の健康状態を把

握するための健康観察アプリも活用しつつ、迅速に検

査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易

キット最大約 800 万回程度分を確保、配布しており、

その適切な活用を図る。さらに、政府は、クラスター

の大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、健康観

察アプリも活用し、医療機関との連携体制の確立を図

りつつ、大学、専門学校、高校、特別支援学校等に対

して、最大約 80 万回程度分の抗原簡易キットの配布

ワクチンの接種状況や感染状況等を踏まえて検討す

る。併せて、法第 24 条第９項に基づく都道府県によ

る高齢者施設等に対する受検の要請や好事例の横展

開、当該要請と連携した高齢者施設等に対する施設運

営上の指導等を通じ、検査を受ける施設を増加させ

る。 

また、軽度であっても症状が現れた場合に、早期に 

陽性者を発見することによって感染拡大を防止する

観点から、政府は、早期の受診と診療・検査医療機関

での抗原簡易キット等を活用した迅速な検査を促す。

さらに政府は、同様の観点から、医療機関や高齢者施

設、保育所等において従事者等に毎日の健康状態を把

握するための健康観察アプリも活用しつつ、迅速に検

査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易

キット最大約 800 万回程度分を確保し、令和３年６

月から配布を開始したところであり、施設への配布を

加速する。さらに、政府は、クラスターの大規模化及

び医療のひっ迫を防ぐ観点から、健康観察アプリも活

用し、医療機関との連携体制の確立を図りつつ、大学、

専門学校、高校、特別支援学校等に対して、最大約 80
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を７月末に開始するとともに、中学校、小学校、幼稚

園等に対しても、最大約 80 万回程度分の抗原簡易キ

ットの配布を９月上旬に開始し、発熱等の症状がある

場合には、自宅で休養することや、医療機関の受診を

原則とした上で、直ちには医療機関を受診できない場

合等において、教職員や速やかな帰宅が困難である等

の事情のある児童生徒（小学校４年生以上）を対象と

して抗原簡易キットを活用した軽症状者（発熱、せき、

のどの痛み等軽い症状を有する者をいう。以下同じ。）

に対する迅速な検査を実施し、陽性者発見時には、幅

広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図り

つつ、迅速かつ機動的にＰＣＲ検査等を行政検査とし

て実施する。また、職場においても、健康観察アプリ

も活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を

活用した検査を実施するよう促すとともに、クラスタ

ーの発生が懸念される職場に関する重点的な取組を

働きかけ、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、

保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的

にＰＣＲ検査等を行政検査として実施する。これらの

検査に用いる抗原簡易キットについては、迅速かつ適

万回程度分の抗原簡易キットの配布を７月末に開始

するとともに、中学校、小学校、幼稚園等に対しても、

最大約 80 万回程度分の抗原簡易キットの配布を９月

上旬に開始し、発熱等の症状がある場合には、自宅で

休養することや、医療機関の受診を原則とした上で、

直ちには医療機関を受診できない場合等において、教

職員や速やかな帰宅が困難である等の事情のある児

童生徒（小学校４年生以上）を対象として抗原簡易キ

ットを活用した軽症状者（発熱、せき、のどの痛み等

軽い症状を有する者をいう。以下同じ。）に対する迅

速な検査を実施し、陽性者発見時には、幅広い接触者

に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速

かつ機動的にＰＣＲ検査等を行政検査として実施す

る。また、職場においても、健康観察アプリも活用し

つつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した

検査を実施するよう促すとともに、クラスターの発生

が懸念される職場に関する重点的な取組を働きかけ、

陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の

事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にＰＣＲ

検査等を行政検査として実施する。これらの検査に用
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切に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点

等を理解した職員等の管理下で検査を実施させる。さ

らに、政府は、抗原簡易キットを薬局で入手できるよ

うにしたところであり、家庭で体調不良を感じる者等

が医療機関への受診を迷う場合などに自ら検査を行

えるようにする。 

（略） 

 ③～⑩ （略） 

（３）まん延防止 

 １）～４） （略） 

 ５）高齢者施設等従業者の検査等 

特定都道府県等は、感染多数地域の高齢者施設等

の従業者等に対する検査の頻回実施や、面会に関す

る感染防止策の徹底（オンライン面会の活用等）、高

齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合におけ

る保健所による感染管理体制の評価や支援チームの

派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続支援

の徹底を行うとともに、政府が行う、現役世代の感

染拡大が懸念される場所、リスクのある現場等に対

するモニタリング検査拡充への積極的な協力や、区

いる抗原簡易キットについては、迅速かつ適切に検査

が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解

した職員等の管理下で検査を実施させる。（新設） 

 

 

 

（略） 

 ③～⑩ （略） 

（３）まん延防止 

 １）～４） （略） 

 ５）高齢者施設等従業者の検査等 

特定都道府県等は、感染多数地域の高齢者施設等

の従業者等に対する検査の頻回実施や、面会に関す

る感染防止策の徹底（オンライン面会の活用等）、高

齢者施設等や医療機関で感染が発生した場合におけ

る保健所による感染管理体制の評価や支援チームの

派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続支援

の徹底を行うとともに、政府が行う、現役世代の感

染拡大が懸念される場所、リスクのある現場、夏季

期間における都市部から北海道・沖縄県内の空港等
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域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の

実施を行うものとする。 

 

  ６） （略） 

 ７）学校等の取扱い 

  ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して

一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染

状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚

園、小学校、中学校、高等学校等については、子供

の健やかな学びの保障や心身への影響の観点か

ら、「学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面接

授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の

確保の両立に向けて適切に対応することを要請す

る（緊急事態措置区域においては、大学等の感染

対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用し

た学修者本位の授業の効果的な実施による学生等

の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学

生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などに

に向かう便の搭乗客等に対するモニタリング検査拡

充への積極的な協力や、区域内の歓楽街等で陽性者

が出た場合の重点的検査の実施を行うものとする。 

 ６） （略） 

 ７）学校等の取扱い 

  ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して

一律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染

状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚

園、小学校、中学校、高等学校等については、子供

の健やかな学びの保障や心身への影響の観点か

ら、「学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要

請する。また、大学等については、感染防止と面接

授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の

確保の両立に向けて適切に対応することを要請す

る（緊急事態措置区域においては、大学等の感染

対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用し

た学修者本位の授業の効果的な実施による学生等

の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学

生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などに
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ついては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態

措置区域及び重点措置区域においては、部活動や

課外活動における感染リスクの高い活動の制限又

は自粛）を要請する。特に、発熱等の症状がある学

生等が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図

る。また、大学、高等学校等における軽症状者に対

する抗原簡易キット等の活用（部活動、各種全国

大会前での健康チェック等における活用を含む。）

や、中学校、小学校、幼稚園等の教職員や速やかな

帰宅が困難である等の事情のある児童生徒（小学

校４年生以上）への抗原簡易キットの活用を奨励

する。また、教職員や受験生へのワクチン接種が

進むよう、大学拠点接種を実施する大学に対し、

地域の教育委員会や学校法人が大学拠点接種会場

での接種を希望する場合の積極的な協力を依頼す

るとともに、地方公共団体に対し、大規模接種会

場の運営に当たり、教育委員会や私学担当部局が

ワクチン担当部局と連携し、希望する教職員や受

験生へのワクチン接種が進むよう取組を行うなど

の配慮を依頼する。大学入試、高校入試等につい

ついては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態

措置区域及び重点措置区域においては、部活動や

課外活動における感染リスクの高い活動の制限又

は自粛）を要請する。特に、発熱等の症状がある学

生等が登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図

る。また、大学、高等学校等における軽症状者に対

する抗原簡易キット等の活用（部活動、各種全国

大会前での健康チェック等における活用を含む。）

や、中学校、小学校、幼稚園等の教職員や速やかな

帰宅が困難である等の事情のある児童生徒（小学

校４年生以上）への抗原簡易キットの活用を奨励

する。また、教職員のワクチン接種が進むよう、大

学拠点接種を実施する大学に対し、地域の教育委

員会や学校法人が大学拠点接種会場での接種を希

望する場合の積極的な協力を依頼するとともに、

地方公共団体に対し、大規模接種会場の運営に当

たり、教育委員会や私学担当部局がワクチン担当

部局と連携し、希望する教職員のワクチン接種が

進むよう取組を行うなどの配慮を依頼する。（新

設） 
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ては、実施者において、感染防止策や追検査等に

よる受験機会の確保に万全を期した上で、予定ど

おり実施する。 

  ②・③ （略） 

 ８）緊急事態措置区域から除外された都道府県（除外

後、重点措置区域とされた都道府県を含む。）におけ

る取組等 

  ① 緊急事態措置区域から除外された都道府県にお

いては、前述したように「対策の緩和については

段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下

に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述 10）

に掲げる基本的な感染防止策等（重点措置区域で

ある都道府県においては後述９）に掲げる感染防

止策等を含む。）に加え、住民や事業者に対して、

以下の取組を行うものとする。その際、地域の感

染状況や感染拡大リスク等について評価を行いな

がら、対策の緩和は段階的に行う。また、再度、感

染拡大の傾向が見られる場合には、地域における

感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷

の状況について十分、把握・分析を行いつつ、速や

 

 

 

  ②・③ （略） 

８）緊急事態措置区域から除外された都道府県（除外

後、重点措置区域とされた都道府県を含む。）におけ

る取組等 

  ① 緊急事態措置区域から除外された都道府県にお

いては、前述したように「対策の緩和については

段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下

に下がるまで続ける」ことを基本とし、後述 10）

に掲げる基本的な感染防止策等（重点措置区域で

ある都道府県においては後述９）に掲げる感染防

止策等を含む。）に加え、「緊急事態宣言解除後の

対応」及び「令和３年６月 21 日以降の取組」を踏

まえるとともに、住民や事業者に対して、以下の

取組を行うものとする。その際、地域の感染状況

や感染拡大リスク等について評価を行いながら、

対策の緩和は段階的に行う。また、再度、感染拡大

の傾向が見られる場合には、地域における感染状
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かに効果的で強い感染対策等を講じるものとす

る。 

 

・ 当面、法第 24 条第９項に基づき、外出につい

ては、 

▸ 混雑している場所や時間を避けて少人数で 

行動すること 

▸ 企業における在宅勤務（テレワーク）等の推

進状況を踏まえた 柔軟な働き方への対応を

行うこと 

▸ 飲食店等に対する時短要請を踏まえた夜間

の対応を行うこと 

等の協力の要請を行うこと。 

また、帰省や旅行・出張など都道府県間の移動

に際しては、基本的な感染防止策を徹底するとと

もに、ワクチン接種を完了していない等リスクの

高い者に対して、検査を勧奨すること。 

なお、外出・移動については、感染状況等に応

じ、当該地域における外出・移動の自粛や感染が

拡大している地域との間の移動の自粛を要請す

況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況

について十分、把握・分析を行いつつ、速やかに効

果的で強い感染対策等を講じるものとする。 

・ 当面、法第 24 条第９項に基づき、日中も含め

た不要不急の外出の自粛について協力の要請を

行うこと。その後、地域の感染状況等を踏まえ

ながら、段階的に緩和すること。また、B.1.617.2

系統の変異株（デルタ株）に、全国的にほぼ置

き換わったと考えられることを踏まえ、都道府

県間の不要不急の移動は、極力控えるように促

すこと。 
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る等、重点措置区域で適用される措置も参考にし

ながら、その対応について各都道府県知事が適切

に判断すること。 

・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係

る規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わな

いこと等）については、観客の広域的な移動や催

物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡大

リスクを抑制し、また、催物における感染防止対

策等を徹底する観点などから、主催者等に対し

て、法第 24 条第９項に基づき、別途通知する目

安を踏まえた規模要件等（重点措置区域である都

道府県においては、人数上限 5,000 人等。重点措

置区域以外の都道府県においては、緊急事態宣言

解除後1か月の経過措置として人数上限5,000人

又は収容定員 50％以内（ただし、10,000 人を上

限）のいずれか大きい方等。）を設定し、その要

件に沿った開催の要請を行うこと。また、地域の

感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断によ

り、開催時間制限の要請を行うこと。 

   ・ 重点措置区域である都道府県においては、法

 

 

 

・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係

る規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わな

いこと等）については、観客の広域的な移動や催

物前後の活動などで生じる、催物に係る感染拡大

リスクを抑制し、また、催物における感染防止対

策等を徹底する観点などから、主催者等に対し

て、法第 24 条第９項に基づき、別途通知する目

安を踏まえた規模要件等（重点措置区域である都

道府県においては、人数上限 5,000 人等。重点措

置区域以外の都道府県においては、緊急事態宣言

解除後 1 か月程度の経過措置として人数上限

5,000 人又は収容定員 50％以内（ただし、10,000

人を上限）のいずれか大きい方等。）を設定し、

その要件に沿った開催の要請を行うこと。また、

地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断

により、開催時間制限の要請を行うこと。 

   ・ 重点措置区域である都道府県においては、法
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第 31 条の６第１項等に基づき、飲食店（宅配・

テイクアウトを除く。）に対する営業時間の短縮

（20 時までとする。）の要請を行うとともに、酒

類の提供を行わないよう要請すること。ただし、

感染が下降傾向にある場合には、地域の感染状

況等に応じ、都道府県知事の判断で、第三者認

証制度の適用等の一定の要件（別途通知）を満

たした店舗（以下「認証等適用店」という。）に

おいて 19 時半まで酒類を提供できることとす

る（また、第三者認証制度の実施の状況、地域の

感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断によ

っては、21 時までの営業（酒類提供は 20 時ま

で）も可能とする。）。なお、都道府県は、実効性

ある第三者認証制度の普及と適用店舗の拡大に

努めること。 

     （略） 

   （略） 

   ・ 重点措置区域以外の都道府県においては、地

域の感染状況等を踏まえ、法第 24 条第９項に基

づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を

第 31 条の６第１項等に基づき、飲食店（宅配・

テイクアウトを除く。）に対する営業時間の短縮

（20 時までとする。）の要請を行うとともに、酒

類の提供を行わないよう要請すること。ただし、

感染が下降傾向にある場合には、地域の感染状

況等に応じ、都道府県知事の判断で、第三者認

証制度の適用等の一定の要件（別途通知）を満

たした店舗において 19 時半まで酒類を提供で

きることとする（また、第三者認証制度の実施

の状況、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県

知事の判断によっては、21 時までの営業（酒類

提供は 20 時まで）も可能とする。）。なお、都道

府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と適

用店舗の拡大に努めること。 

      

     （略） 

   （略） 

   ・ 重点措置区域以外の都道府県においては、法

第 24 条第９項に基づく飲食店に対する営業時

間の短縮の要請については、当面、継続するこ
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行い、その後、地域の感染状況等を踏まえなが

ら、対策の緩和については段階的に行い、期間

は１か月までを目途とする。 

営業時間の短縮の要請については、認証等適

用店については 21 時まで、第三者認証制度の適

用店舗以外の店舗については20時までとするこ

とを基本とする。酒類の提供については可とす

るが、地域の感染状況等に応じ、重点措置区域で

適用される措置も参考にしながら、各都道府県

知事が適切に判断すること。 

・ 法第 24 条第９項に基づき、飲食を主として業

としている店舗において、カラオケを行う設備を

提供している場合、１か月までを目途として、当

該設備の利用自粛を要請すること。その上で、地

域における感染状況やワクチン接種の状況、店舗

における感染防止策を踏まえながら、都道府県知

事の判断で緩和を検討すること。また、飲食を主

として業としていない店舗において、カラオケ設

備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気

の確保等、感染対策の徹底を要請すること。 

ととし、その後、地域の感染状況等を踏まえな

がら、段階的に緩和すること。なお、営業時間及

び対象地域等については、地域の感染状況等に

応じ、各都道府県知事が適切に判断すること。 

 

 

 

 

 

 

・ 法第 31条の６第１項又は法第 24条第９項に基

づき、飲食を主として業としている店舗におい

て、カラオケを行う設備を提供している場合、当

面、当該設備の利用自粛を要請すること。その上

で、地域における感染状況やワクチン接種の状況

を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和を検

討すること。（新設） 
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   （略） 

  ②・③ （略） 

 ９） （略） 

 10）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府

県における取組等 

  ①・② （略） 

  ③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合に

は、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療

提供体制への負荷の状況について十分、把握・分

析を行い、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に

法第24条第9項に基づく措置等を講じるものとす

る。この場合において、飲食店に対する営業時間

の短縮の要請については、認証等適用店について

は 21 時まで、第三者認証制度の適用店舗以外の店

舗については 20 時までとすることを基本とする。

特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地域等にあ

っては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な

地域へ移行するよう、取り組むものとする。 

 

 

（略） 

  ②・③ （略） 

 ９） （略） 

 10）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府

県における取組等 

  ①・② （略） 

  ③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合に

は、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療

提供体制への負荷の状況について十分、把握・分

析を行い、８月７日の分科会の提言で示された指

標を目安としつつ総合的に判断し、同提言に示さ

れた各ステージにおいて「講ずべき施策」や累次

の分科会提言（12 月 11 日「今後の感染の状況を踏

まえた対応についての分科会から政府への提言」

等）等を踏まえ、地域の実情に応じて、迅速かつ適

切に法第24条第9項に基づく措置等を講じるもの

とする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地

域等にあっては、速やかにステージⅡ相当の対策

が必要な地域へ移行するよう、取り組むものとす

る。 
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  ④～⑥ （略） 

11）予防接種 

  政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型 

コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を行うも

のとする。 

①～③ （略） 

④ 予防接種の実施体制等については、令和３年２

月９日の「ワクチン接種について」を踏まえ接種を

円滑かつ効率的に実施する観点に立って行うこと。

なお、１回目に接種した新型コロナワクチンと異な

る新型コロナワクチンを２回目に接種すること（交

互接種）については、新型コロナワクチンの接種を

受けた後に重篤な副反応を呈したことがある場合

等には、必要に応じて行えるものとすること。また、

ワクチンの追加接種（３回目接種）について、政府

において検討を進めること。 

  ⑤・⑥ （略） 

  ⑦ 政府は、各地方公共団体の接種会場に加え自衛

隊大規模接種センターも活用した接種を実施しつ

つ、職域（大学等を含む）による接種を実施すると

  ④～⑥ （略） 

11）予防接種 

  政府、都道府県及び市町村は、以下のように新型 

コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を行うも

のとする。 

  ①～③ （略） 

④ 予防接種の実施体制や接種順位等については、 

令和３年２月９日の「ワクチン接種について」を踏

まえ接種を円滑かつ効率的に実施する観点に立っ

て行うこと。（新設） 

  

 

 

 

 

 

⑤・⑥ （略） 

⑦ このような原則の下、政府は、各地方公共団体の

接種会場に加え自衛隊大規模接種センターも活用

した接種を実施しつつ、職域（大学等を含む）によ
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ともに、地域接種・職域接種のいずれにもつなが

りにくい者のワクチン接種を推進すること。加え

て、接種を実施する医療機関、医療関係者の確保

に向けて、必要な取組を総動員し、ワクチン接種

の円滑化・加速化を進めること。 

 12） （略） 

 13）クラスター対策の強化 

  ①～⑥ （略） 

⑦ 政府は、ＱＲコードを活用した地方公共団体独

自の取組等を踏まえ、クラスター対策のための効

果的な情報収集・分析・共有の在り方について、今

後、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証も活

用し、検討を行う。 

 

14） （略） 

（４）医療等 

 ① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策

を講じる。 

る接種を実施するとともに、地域接種・職域接種の

いずれにもつながりにくい者のワクチン接種を推

進すること。加えて、接種を実施する医療機関、医

療関係者の確保に向けて、必要な取組を総動員し、

ワクチン接種の円滑化・加速化を進めること。 

12） （略） 

13）クラスター対策の強化 

 ①～⑥ （略） 

⑦ 政府は、ＱＲコードを活用した地方公共団体独

自の取組を踏まえ、クラスター対策のための効果

的な情報収集・分析・共有の在り方、新技術等の活

用及び実効性を上げるためのインセンティブ等の

仕組みについて、パイロット的に特定の地域で実

証することも含め、検討を行う。 

14） （略） 

（４）医療等 

 ① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策

を講じる。 
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  （略） 

・ 各都道府県において感染拡大局面で認識され

た課題を点検し、「相談・受診・検査」～「療養先

調整・移送」～「転退院・解除」まで一連の患者

対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設

が最大限活用されるよう留意しつつ、最近の感染

状況を踏まえた感染者急増時の緊急的な患者対

応方針や病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、

政府と都道府県が連携して、感染拡大時に確実に

機能する医療提供体制の整備に引き続き取り組

むこと。特に、ワクチン接種が先行した諸外国で

も大規模な感染拡大が発生していることや、感染

症の流行期である冬の到来に備え、臨時の医療施

設の開設を含め、医療提供体制の点検・強化を行

うなど、医療提供体制の確保に万全を期すこと。 

（略） 

 ②～⑦ （略） 

 ⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生

労働省と都道府県は、関係機関と協力して、次の事

項に取り組む。 

  （略） 

・ 各都道府県において感染拡大局面で認識され

た課題を点検し、「相談・受診・検査」～「療養先

調整・移送」～「転退院・解除」まで一連の患者

対応が目詰まりなく行われ、病床・宿泊療養施設

が最大限活用されるよう留意しつつ、最近の感染

状況を踏まえた感染者急増時の緊急的な患者対

応方針や病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、

政府と都道府県が連携して、感染拡大時に確実に

機能する医療提供体制の整備に引き続き取り組

むこと。特に、ワクチン接種が先行した諸外国で

も大規模な感染拡大が発生していることや、感染

症の流行期である冬の到来に備え、医療提供体制

の点検・強化を行うなど、医療提供体制の確保に

万全を期すこと。 

（略） 

 ②～⑦ （略） 

 ⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生

労働省と都道府県は、関係機関と協力して、次の事

項に取り組む。 
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  （略） 

・ レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニ

ブについて、必要な患者への供給の確保を図ると

ともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な

治療薬等の開発を加速すること。カシリビマブ・

イムデビマブについては、軽症患者の重症化を防

止することは医療提供体制の確保という観点か

らも重要であることから、必要な患者への供給の

確保を図るとともに、緊急事態措置区域及び重点

措置区域を中心に医療機関にあらかじめ配布す

ることに加え、初期症状のある者の積極的な検査

による感染者の早期把握や投与後の観察体制の

確保等の一定の要件を満たした医療機関におけ

る外来・往診による投与の実施など、医療現場に

おいて投与が必要な者に適切かつ確実に活用で

きるよう取り組むこと。他の治療で使用されてい

る薬剤のうち、効果が期待されるものについて、

その効果を検証するための臨床研究・治験等を速

やかに実施すること。また、重症化マーカーを含

めた重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重

  （略） 

・ レムデシビル、デキサメタゾン及びバリシチニ

ブについて、必要な患者への供給の確保を図ると

ともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な

治療薬等の開発を加速すること。カシリビマブ・

イムデビマブについては、軽症患者の重症化を防

止することは医療提供体制の確保という観点か

らも重要であることから、必要な患者への供給の

確保を図るとともに、緊急事態措置区域及び重点

措置区域を中心に医療機関にあらかじめ配布す

ることに加え、初期症状のある者の積極的な検査

による感染者の早期把握や投与後の観察体制の

確保等の一定の要件を満たした医療機関による

外来投与の実施など、医療現場において投与が必

要な者に適切かつ確実に活用できるよう取り組

むこと。他の治療で使用されている薬剤のうち、

効果が期待されるものについて、その効果を検証

するための臨床研究・治験等を速やかに実施する

こと。また、重症化マーカーを含めた重症化リス

クに関する臨床情報・検査や、重症患者等への治
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症患者等への治療方法について、現場での活用に

向けた周知、普及等に努めること。 

（略） 

 ⑨ （略） 

（５）・（６） （略） 

療方法について、現場での活用に向けた周知、普

及等に努めること。 

（略） 

 ⑨ （略） 

（５）・（６） （略） 

 



宣言解除後における

県の取組について

令和３年９月２８日



●営業時間の短縮要請

【時間等】

【区 域】県内全域

【協力金】２．５万円／日（下限）

●飲食を主に業とする店舗におけるカラオケ設備の提供停止要請（カラオケボックスは除く）

●ガイドライン遵守の要請

県民向け

飲食店等

大規模
集客施設等

イベント
開催

１０月１日（金）～１０月２４日(日）

事

業

者

向

け

●営業時間短縮の働きかけ（５時～21時まで）

●ガイドライン遵守の要請

●開催制限の要請 ※10月31日まで

【収 容 率】大声無:100％以内／大声有:50％以内

【上限人数】5,000人又は収容定員50％以内（≦10,000人）
のいずれか大きいほう

※収容率、上限人数のいずれか小さいほう

●基本的な感染防止対策の継続・外出時の慎重な行動を要請

〈大声無〉クラシック音楽、演劇等 〈大声有〉ロックコンサート、スポーツイベント等

●時短等の働きかけ（21時まで）、ガイドライン遵守の要請 １

宣言解除後の対応の概要

マスク飲食実施店の認証店※ 認証申請中 その他

営業時間 ５時～21時 ５時～20時 ５時～20時

酒類提供 11時～20時 11時～19時30分 禁止

人数制限 １組４人以内 または 同居家族

※現地確認の結果、認証条件を満たしていることを確認できた店舗を含む



現在（ ～ ９月30日 ） 10月1日～10月24日

外出
自粛
要請

〇 生活に必要な場合を除く外出自粛の要請
（法第45条第１項）

・ 特に20時以降の外出自粛、外出する必要がある
場合にも、極力家族や普段行動をともにしている
仲間と少人数で

・ デルタ株への危機感を共有し、リスクある行動を
回避 → 「人混みは危険」※混雑した場所へ

の外出の５割減

〇 感染対策が徹底されていない飲食店の利用自
粛の協力要請（法第24条第9項）

〇 路上での飲酒（いわゆる路上飲み）やホーム
パーティー等をしない

〇 昼夜を問わずマスク飲食の実践、 M・A・S・Kを
含む基本的感染防止対策等の徹底

〇 感染リスクが高まる「５つの場面」、在宅勤務、
時差出勤などの周知の徹底

〇 外出する際は、
・ 「人混みは危険」という意識を持って、混雑して

いる場所や時間を避けて少人数で慎重な行動を
・ 特に21時以降の外出自粛
（法第24条第9項）

〇 企業における在宅勤務等の進捗状況を踏まえ
た、柔軟な働き方への対応

〇 感染対策が徹底されていない飲食店の利用自
粛の協力要請（法第24条第9項）

〇 路上での飲酒（いわゆる路上飲み）やホーム
パーティー等をしない

〇 昼夜を問わずマスク飲食の実践、 M・A・S・Kを
含む基本的感染防止対策等の徹底、都道府県
間の移動の際の基本的な感染防止対策の
徹底

〇 感染リスクが高まる「５つの場面」、在宅勤務、
時差出勤などの周知の徹底

県民への要請

２



現在（ ～ ９月30日 ） 10月1日～24日

飲
食
店
等

〇酒類（持込み含む）又はカラオケ設備を提
供する飲食店等、カラオケ店には、休業を要
請（法第45条第２項）

〇 酒類（持込み含む）又はカラオケ設備を提
供しない飲食店等には、 営業時間の短縮（５
時から20時まで）を要請（法第45条第２項）

〇 感染防止対策の要請（法第45条第２項）

〇 ガイドライン遵守要請（法第24条第9項）

〇営業時間の短縮

〇 飲食を主として業とする店舗におけるカラオケ
設備の提供停止の要請（法第24条第９項）

〇 感染防止対策の要請（法第24条第9項）

〇 ガイドライン遵守要請（法第24条第9項）

大
規
模
集
客
施
設
等

〇 ５時から20時までの営業時間短縮要請
（法第24条第9項）

〇 感染防止対策の要請（45条2項）
※デパ地下（24条9項）

〇 酒類提供自粛要請（持ち込み含む）（法第
24条第9項）

〇 ５時から21時までの営業時間短縮の働きかけ

〇 感染防止対策の要請（24条第9項）
※デパ地下含む

〇 酒類提供自粛（持ち込み含む）の働きかけ

事業者への要請（１）

３

マスク飲食実施店
の認証店※

認証申請中 その他

営業時間 ５時～21時 ５時～20時 ５時～20時

酒類提供 11時～20時 11時～19時30分 禁止

人数制限 １組４人以内または同居家族

※現地確認の結果、認証条件を満たしていることを確認できた店舗を含む



現在（ ～ ９月30日 ） 10月1日～31日

イ
ベ
ン

〇人数上限5,000人かつ収容率要件50%以内

〇５時～21時までの営業時間短縮要請（法第24
条第９項）

〇イベント主催者等へのガイドライン遵守要請（法
第24条第９項）

〇入場者の感染防止のための整理誘導の働きか
け

〇酒類提供自粛要請（持ち込み含む）（法第24
条第9項）

〇人数上限と収容率要件のいずれか小さい方

〇５時～21時までの営業時間短縮要請（法第
24条第９項）

〇イベント主催者等へのガイドライン遵守要請（法
第24条第９項）

〇入場者の感染防止のための整理誘導の働き
かけ

〇酒類提供自粛（持ち込み含む）の働きかけ

事業者への要請（２）

施設の収容定員

人数上限 5,000人
かつ

収容率要件 50%以内

収容率 人数上限

歓声・声援等が想定されな
いもの

歓声・声援等が想定さ
れるもの

5,000人
又は

収容定員50％以内
（≦10,000人）
のいずれか大きい方

・クラシックコンサート
・演劇、寄席、古典芸能等
（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、講談、落語等）

・展示会 等

・ロック、ポップコン
サート
・スポーツイベント 等

100％以内
（席がない場合は適切な間隔）

50％以内
（席がない場合は十分な間隔）

４

ト



収容率 人数上限

緊急事態宣言期間＜～9月末＞ 50％ 5,000人

解除後の経過措置（１ヶ月）
＜～10月末＞

50％ ・ 100％ 5,000人又は

収容定員50％以内
（≦10,000人）
のいずれか大きい方

経過措置終了後 ＜11月～＞
50％ ・ 100％ 収容定員50％以内

（上限なし）

事業者への要請（３） 年末年始に向けたイベント制限
宣言解除後の経過措置が終了する11月以降は、収容率50％のみの制限となるため、年末年始等
の大規模イベントの事前販売に、一定の歯止めをかける必要がある。

11月から令和4年1月末までのイベントの事前販売を10,000人上限とす
るよう依頼（働きかけ）
※今後の新規感染者や、政府の行動制限の緩和など、状況の変化に応じて制限緩和を検討

歓声・声援等が
想定されないもの

歓声・声援等が
想定されるもの

５

歓声・声援等が
想定されないもの

歓声・声援等が
想定されるもの



６

〇 企業における在宅勤務等の推進

〇 飲食を主としていない店舗において、カラオケ設備を提供する場合の
感染防止対策の徹底

〇 混雑回避のための整理及び誘導等、基本的感染防止対策の実施
及び業界別ガイドラインの遵守（法第24条第９項）

事業者への要請（４） その他



７

その他の対応

〇 県民利用施設の利用制限は当面継続する。

〇 命令等は行えないが、主要駅における飲食店の対
応状況を適宜確認する。

〇 県立高校等は、「分散登校」から「時差通学＋通常
授業」に移行する。
※ 解除後１週間程度は、地域の感染状況及び生徒の状況
により校長判断で、「時差通学＋短縮授業」を可とする

※ 登校が不安な生徒は、引き続き自宅でのオンライン等に
よる学びを継続



飲食店等に対する協力金（第15弾）について（案）
マスク飲食実施店（認証店）

Ａ
マスク飲食実施店（申請中）

Ｂ
その他の店舗

Ｃ
適用区域 県内全域

要請対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店等

協力金の
交付要件
(10/1～
10/24の
24日間）

営業時間 ・５時から21時まで ・５時から20時まで ・５時から20時まで

酒類提供
時間

・酒類の提供は11時から20時まで
ただし、次の条件を満たした店舗に
限る。
【条件】
・「マスク飲食実施店」の認証済で
あること。（現地確認を終えた店舗
を含む）

・酒類の提供は11時から19時30分まで
ただし、次の条件を満たした店舗に限る。
【条件】
・「マスク飲食実施店」の認証を申請中である
こと。

※10月24日までに、県から「マスク飲食実施店」
の認証を受けた店舗（現地確認を終えた店舗）は、
その認証を受けた日（現地確認を終えた日）以降、
マスク飲食実施店（認証店）と同様の営業時間及
び酒類提供時間を可能とする。

酒類の提供を終日停止
(酒類の店内持込を含む)

※10月23日までに、
「マスク飲食実施店」
の申請をした店舗は、
その翌日以降、マスク
飲食実施店（申請中）
と同様の営業時間及び
酒類提供時間を可能と
する。

その他の
交付要件

－ 〇感染防止対策取組書の掲示 〇マスク飲食の推奨

○１組４人以内又は同居家族に限る
○飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備の利用を終日停止

想定対象店舗数 約40,000店舗
所要額 協力金約３５８億円

協力金の算定方法
＜中小企業＞売上高方式

前(々)年の売上高×0.3(下限2.5万円/日、上限7.5万円/日)
＜大企業＞売上高減少額方式(中小企業も選択可)

前(々)年からの売上高減少額×0.4（下限なし、上限は「20万円/日」又は「前(々)年の売上高×0.3」のいずれか低い方）

先行交付 第５弾～第11弾のいずれかの交付を受けている事業者を対象に先行交付を実施
１店舗あたり交付額：30万円（2.5万円×12日間）



マスク飲食実施店
認証申請中
確認書

※この店舗は、「マスク飲食実施
店」認証制度に申請しているこ
とを神奈川県が確認しています。

後日、県による現地確認等を経て
認証されるまでの間、有効です。

※当該店舗は、
営業時間は５時から20時まで
酒類提供は11時から19時30分まで
可とします。

見本



マスク飲食実施店
認証制度

現地確認済書

※この店舗は、「マスク飲食実施店」
認証制度の認証基準を満たしている
ことを神奈川県が確認しています。

後日、 「マスク飲食実施店」認証書
が正式に発行されるまでの間、認証書
と同等の効果を有します。

受付番号 店舗名

※当該店舗は、
営業時間は５時から21時まで
酒類提供は11時から20時まで
可とします。

見本



見　本

令和３年４月21日

かながわ食堂　横浜みなとみらい本店

1234

かながわ食堂みなとみらい本店

飲食店等

横浜市中区住吉町9-87
令和4年3月31日
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県教育委員会における今後の教育活動等について 
（令和３年９月 28日現在）  

 

１ 公立学校における対応について 

（１）県立学校 

令和３年 10 月１日以降の段階的な緩和の期間も、児童・生徒の安全安心の確保と学び

の保障を両立するため、引き続き感染防止対策の徹底を図りながら対応していく。 

＜高等学校、中等教育学校＞  

ア 当面の間は、引き続き朝の時差通学を徹底する。授業については原則として各学校

の通常の授業時間及び時間数で実施する。ただし、学校の実情を踏まえ、校長が必要

と認める場合は、１週間程度短縮授業とすることも可とする。 

イ 今後も、感染状況により、分散登校等に移行できるよう校長は必要な準備を行う。 

＜特別支援学校＞  

当面の間は、時差通学及び短縮授業を引き続き徹底する。 

 

《県立学校における児童・生徒への対応》 

ア 基本的な対応について 

○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定や

消毒作業などの必要な対応が終了するまでは、臨時休業とする。  
○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症状がある場合は登校せ

ず、自宅で休養すること、必要に応じて医療機関を受診するよう促す。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出欠席について柔軟に対応

するとともに、オンラインの活用などにより学びの保障に取り組む。 

イ 学習活動について 

○ 段階的な緩和の期間中は、感染リスクの高い活動を可能な限り避けた上で学びを

継続する。 

ウ 部活動について 

○ 段階的な緩和の期間中の部活動については、万全な感染防止対策を講じた上で活

動する。感染リスクの高い活動は可能な限り避ける。 

○ 大会等への参加については、大会等の開催状況、感染防止対策等を確認の上、校

長の判断の下、その可否を決定する。 

エ 学校行事等について 

  ①修学旅行等について 

 ○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、集団での宿泊による

感染リスクがあることから、県内や旅行先の感染状況を見極め、延期も含めて慎

重に判断する。 

  ②文化祭・体育祭・学校説明会等について 

○ 各学校で開催する文化祭・体育祭等の特別活動及び学校説明会等については、

参加者を限定するなど、感染防止対策を徹底した上で実施する。 

別添資料２ 
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（２）市町村立学校 

上記の県立学校における対応を踏まえた上で、必要に応じて県教育委員会と協議し、

それぞれの地域における感染状況に応じた対応をとるよう、市町村教育委員会に依頼す

る。 

 

 

２ 県立社会教育施設における対応について  

 

○ 社会教育施設については、感染防止対策を徹底しながら次のとおり対応する。 

・博物館・美術館は原則休館のもと、事前予約された方に限り入館を可能とする。 

・図書館は、閉館時間を 19時までとして、開館する。 

＊県立図書館横浜西口カウンターの開館時間は 13時～19時  

・博物館、美術館、図書館における講座等については、原則、延期・中止とし、開催

する場合は、オンライン開催を基本とする。 

 

 

○ なお、この対応は、今後の本県の感染状況及び国の動向等によって変更することがあ

る。 

○ この対応について、速やかに県立学校、市町村教育委員会、県立社会教育施設に通知

する。 
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新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針 

 
                             令和２年３月3 0日策定 
                             令和２年５月2 5日改定 

令和２年６月1 8日改定 
令和２年７月９日改定 
令和２年７月1 7日改定 
令和２年７月2 9日改定 
令和２年８月７日改定 
令和２年８月1 9日改定 
令和２年９月1 5日改定 

令和２年1 1月2 0日改定 

令和３年１月４日改定 

令和３年３月５日改定 

令和３年３月1 8日改定 

令和３年３月2 4日改定 

令和３年４月1 5日改定 

令和３年４月1 6日改定 

令和３年４月2 2日改定 

令和３年４月24日改定 

令和３年９月22日改定 

令和３年９月28日改定 

 
                   新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部 
 
 新型コロナウイルス感染症に関して、次の方針で対応する。 
 
１ 情報提供・相談対応 

 〇 ホームページ、ＳＮＳなど、様々な媒体を活用し、人と人の距離の

確保、３つの密を避ける行動など、基本的な感染防止対策や、新しい

生活様式への行動変容を促す啓発に努める。 
〇 ホームページの特設サイトで、新型コロナウイルス感染症に関する

様々な情報や、影響を受けている県民や事業者に対する支援など、総

合的な情報発信に努める。 
〇 最新の感染状況やモニタリング指標の動向については、ホームペー

ジやＳＮＳを通じて、迅速に情報提供を行う。 
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〇 ＬＩＮＥ公式アカウント「新型コロナ対策パーソナルサポート」の

普及促進に努める。 
 〇 新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル等を通じて、健康・医療、

経営など、県民の相談にきめ細かく対応する。 
 

２ まん延防止対策 

（１） 新しい生活様式の定着促進 

 〇 県民へ新しい生活様式の普及と定着の促進を図る。また、感染防止

対策がされていない場所へ行くことを控えることを周知する。 

 

（２） 事業者における感染防止対策の促進 

 〇 在宅勤務、時差出勤など、人との接触機会を低減する取組を促進す

る。 

 〇 事業者の感染防止対策を支援するため、標準的なガイドラインの公

表、周知を図り、感染防止に必要な設備整備等に対する財政支援を行

う。 

 〇 事業者がガイドライン等に基づく感染防止対策を見える化できるよ

う、「感染防止対策取組書」を普及、促進する。また、「マスク飲食実

施店」認証制度の取組を普及、促進する。 

 〇 事業所で感染者が発生した際に、利用者に濃厚接触の可能性を通知

する「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」を普及、促進する。 

 

（３） イベントの開催制限（別紙） 

 〇 別紙「３ イベントの開催制限について」のとおりとし、具体的な

条件については、国の事務連絡によるものとする。 

〇 イベントの開催にあたっては、感染防止対策を講じるとともに「感

染防止対策取組書」及び「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の二次

元コードを掲示するよう周知する。 

なお、リスクへの対応が整わないと判断される場合は、中止又は延

期等、主催者に慎重な対応を求める。 

 

（４）感染拡大に向けた対応 

ア モニタリングの実施 

 〇 県は感染拡大に備え、早期探知のためのモニタリングを実施すると

ともに、（別紙）「１ ステージ判断のための指標」に基づき、感染状

況のステージを総合的に判断し、各種の対策を機動的に講じる。 
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 イ 感染防止等の措置 

 ○ 本県の感染状況を踏まえ、国の基本的対処方針や政府の分科会提言

等に基づき、外出自粛や営業時間短縮等の必要な措置を行う。 
 
ウ まん延防止等重点措置の対象区域とされた際の対応 

 ○ まん延防止等重点措置の対象となった場合は、「特措法に基づくまん

延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を定め、まん延防止等重

点措置等を実施する。 
 

エ 緊急事態宣言が出された際の対応 

 〇 本県が緊急事態宣言の対象となった場合は、「特措法に基づく緊急事

態措置に係る神奈川県実施方針」を定め、緊急事態措置等を実施する。 

 

（５） 県機関における取組 

 〇 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」に

基づき、必要な対応を図る。 
 
３ サーベイランス・医療の提供、医療体制の維持 

〇 市町村や地域の関係機関等と連携・協力しながら、医療崩壊を防ぐ

ための現場起点の医療提供体制「神奈川モデル」を維持・進化させ、

医療・福祉・高齢者等の保護に取り組み、感染者数を極限まで抑える。 
 〇 検査体制については、医師が必要と判断した場合に迅速に検査が受

けられるよう、外来診療や検査キャパシティの拡充を図る。 
・医師会等の関係団体と連携し、地域の実情に応じた地域外来・検

査センター等の設置を推進 
・民間の検査機関等も含めた検査能力の拡大 
・スマートアンプ法の導入によるＰＣＲ検査の迅速化や、抗原検査・

抗体検査の導入など、多様な検査手法の活用 

・抗原検査キットの活用による感染拡大防止策の推進 

〇 感染拡大の段階に応じて、重症・中等症・軽症など症状に応じた適

切な医療を迅速に提供するため、病床や宿泊療養施設、搬送手段等の

確保に努める。 
  ・高度医療機関、重点医療機関、重点医療機関協力病院相互の連携

による病床確保 
  ・軽症者・無症状者のための宿泊療養施設の確保 
○ 病床確保については、新型コロナウイルス感染症患者の急増局面や

減少局面等、感染状況の変化に速やかに対応するため、感染状況を示
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す全国基準である「ステージ（Ⅰ～Ⅳ）」の動向を見据え、これに先行

して本県で病床の拡大等を要請する段階について、「病床確保フェー

ズ」として設定する。 

病床確保フェーズの移行については、入院患者の増加状況（減少状

況）等を総合的に判断し、病床拡大の場合はステージの移行に先行し

て神奈川モデル認定医療機関に病床確保等の要請を行う。 

なお、病床拡大を要請した場合は、３週間以内に必要な即応病床数

を確保する。 

〇 新型コロナウイルス感染症患者の重症化防止を図るため、医学的ア

プローチを前倒しした新戦略を推進する。 

具体的には、全世代に対しワクチン接種を積極的に推進するほか、

早期に対症療法薬等を処方・投与するための早期薬剤処方指針を策定

するとともに、中和抗体薬療法の投与体制を構築する。 

〇 小児や精神疾患患者などをはじめ、患者の特性や生活環境に応じて、

きめ細やかな医療を提供できるよう「神奈川モデル」の充実を図る。 
〇 医療機関や福祉施設等における院内感染の防止に向けて、必要な物

資等の提供を速やかに行うとともに、クラスター等の発生時には専門

的なチーム（Ｃ－ＣＡＴ）を派遣するなど、適切な支援を行う。 
 〇 医療機関や関係施設等の従事者や家族などへの偏見や風評被害を防

止するための啓発に努めるとともに、医療従事者等へのこころのケア

などの支援に取り組む。 
 

４ 経済・雇用対策等 

 〇 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への経営相

談や、制度融資を活用した金融支援などにより、中小企業の経営安定

化に努める。 
 〇 店舗における感染防止対策への支援や、売り上げが減少している事

業者の再起促進支援、緊急事態宣言に伴う休業に対応した事業者への

支援を進める。 
 〇 新型コロナウイルス感染症の影響で、内定を取り消された方が生活

費を得ながら、就職活動が行えるよう、緊急雇用対策を進める。 
 〇 新型コロナウイルス感染症の影響で、生活に困窮する県民を対象に、

くらし、住まい、しごとの相談をワンストップで受け付ける生活支援

総合相談窓口を運営する。 
 〇 これら支援策について、国等の支援策とあわせ、県民、事業者にわ

かりやすく周知する。 
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５ 物資・資機材の確保 

 〇 医療機関や社会福祉施設、教育機関などで不足するマスクや消毒液

などの物資について、国や他の自治体、協定事業者への要請などによ

り調達、供給に努める。 
 
６  本部体制の充実 

 〇 特措法に基づく本部体制の下、引き続き、全庁が緊密に連携して、

新型コロナウイルス感染症対策に取り組む。 
 
７ その他 

  〇 本方針に定めた対策や体制は、状況の変化に応じて、更なる強化や、

通常に戻すなど、柔軟に対応する。また、国が状況の変化に応じて  

発出する通知等を参考に適切に対応する。  
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１ ステージ判断のための指標 

以下の指標は目安であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、 

患者の増加傾向等の推移を踏まえて総合的に判断する。 

 医療提供体制等の負荷 感染の状況 

①医療のひっ迫具合 
②療養者数 

注２ 

③ＰＣＲ 

陽性率 
④新規 

陽性者数 
⑤感染経路 

不明割合 
病床全体 重症者用病床 

ス
テ
ー
ジ

の
指
標 

 

最大確保病床 

の使用率 

20％以上 

最大確保病床 

の使用率 

20％以上 

20人 

／10万人 

以上 

５％以上 

15人 

／10万人 

／週 

以上 

50％以上 

ス
テ
ー
ジ

の
指
標 

最大確保病床 

の使用率 

50％以上 

最大確保病床 

の使用率 

50％以上 

30人 

／10万人 

以上 

10％以上 

25人 

／10万人 

／週 

以上 

50％以上 

注１ ステージは、国が令和２年８月７日付け事務連絡で示したものを表す。 

注２ 療養者数とは入院者数及び自宅・宿泊療養者数等を合わせた数をいう。 

 

２ 病床確保フェーズ 

 
病床確保 

フェーズ０ 

病床確保 

フェーズ１ 

病床確保 

フェーズ２ 

病床確保 

フェーズ３ 

病床確保 

フェーズ４ 

病床確保 

フェーズ５※ 

新型コロナ 

医療体制 

感染症指定

医療機関等 

高度医療機関、重点医療機関、協力病院 

（軽症者は自宅・宿泊療養） 

確保病床数 120床 1,000床 1,300床 1,700床 2,000床 2,300床 

地域医療体制 原則平時医療を継続 

一部の一般

医療の延期

（医療機関

の裁量） 

一般医療の

延期 

（通知に基

づく） 

ステージ 

(国定義) 
ステージⅠ ステージⅡ 

ステージⅢ 

(病床利用

率 20％超) 

ステージⅣ 

(病床利用率 50％超) 

※フェーズ５は災害級の状況下における緊急的対応であるため、病床確保計画上の最大確保病

床数は、フェーズ４の 2,000床とする。 

（別紙） 

注１ 
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３ イベントの開催制限について 

時期  収容率 人数上限 

令和２年 

９月 19日 

～ 

イベ 

ント 

の 

類型 

歓声・声援等が 

想定されないもの 

・クラシック 

コンサート 

・演劇、寄席、 

古典芸能等 

（雅楽、能楽、 

文楽、歌舞伎、 

講談、落語等） 

・展示会 等 

歓声・声援等が 

想定されるもの 

・ロック、ポップ 

コンサート 

・スポーツ 

イベント等 

 

 

 

 

〇収容人数 10,000人超 

⇒収容人数の 50％ 

 

〇収容人数 10,000人以下 

⇒5,000人 

 

（注）収容率と人数上

限でどちらか小さい

ほうを限度(両方の条

件を満たす必要) 

 

 

 

 

100％以内 

（席がない場合は

適切な間隔） 

50％以内 

（席がない場合は

十分な間隔） 

令和３年 

１月８日 

～ 

屋内 50％以内 
5,000人 

屋外 十分な間隔（できれば２ｍ） 

３月 22日 

～ 

イベ 

ント 

の 

類型 

「令和２年９月 19日～」と同じ 

5,000人、又は 

収容人数 50％以内

（≦10,000人） 

のいずれか大きい方 

４月 20日 

～ 

イベ 

ント 

の 

類型 

「令和２年９月 19日～」と同じ 5,000人 

８月２日 

～ 

屋内 50％以内 
5,000人 

屋外 十分な間隔（できれば１ｍ） 

10月１日 

～ 

イベ 

ント 

の 

類型 

「令和２年９月 19日～」と同じ 

5,000人、又は 

収容人数 50％以内

（≦10,000人） 

のいずれか大きい方 

※ 具体的な条件については、国の事務連絡による。 

  
イベントの開催にあたっては、感染防止対策を講じるとともに「感染防止対策取

組書」及び「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の二次元コードを掲示する。 



知事メッセージ 

 
 本日、国は、本県に発出していた緊急事態宣言を、９月30日で解除  

することを決定しました。 

 最近、新規感染者は顕著に減少し、医療の負荷も改善傾向にあります。 

県民や事業者の皆さんが、外出自粛や営業時間短縮の要請などにご協

力いただいた結果であり、深く感謝いたします。 

しかし、ここで制限を一気に緩めれば、感染がリバウンドし、再び  

医療ひっ迫を招くことにつながります。 

 そこで本県では、これまで行ってきた要請を段階的に緩和することと

して、県民や事業者の皆さんに、次のとおり要請します。 

 

〔県民の皆さんへ〕 

〇 Ｍ・Ａ・Ｓ・Ｋの基本的な感染防止対策を継続してください。    

外出する際は、「人混みは危険」という意識を強く持って、引き続き、

慎重に行動してください。 

 

〔事業者の皆さんへ〕 

〇 県内の飲食店には、10月１日から10月24日までの間、特措法第24条

第９項に基づき、次のとおり要請します。 

・マスク飲食実施店の認証を受けた店舗は、営業時間は５時から21時

まで、酒類の提供は11時から20時まで、一組４人以内または同居家

族での利用に限ります。 

・マスク飲食実施店の認証申請中の店舗は、認証を受けるまでの間は、

営業時間は５時から20時まで、酒類の提供は11時から19時30分まで、

一組４人以内または同居家族での利用に限ります。 

・その他の店舗は、営業時間は５時から20時まで、酒類の提供は禁止

とし、一組４人以内または同居家族での利用に限ります。 

〇 これらの要請に応じていただいた店舗には、協力金を支給しますが、

要請に応じていないことが判明した場合は、協力金は支給しません。 

 

 

 



〇 イベントの開催に当たっては、特措法第24条第９項に基づき、10月

31日までは、人数上限は１万人、歓声や声援のあるイベントは収容率

50％、開催時間は21時まで、とします。 

また、11月１日から来年１月31日までに開催を予定しているイベン

トにかかるチケットの事前販売は、１万人を上限とするようお願いし

ます。 

〇 業界ガイドラインの遵守、混雑を避けるための入場整理、従業員の

テレワークや時差出勤など、引き続き、感染防止対策の徹底をお願い

します。 

 

県は、引き続き、新型コロナウイルスから県民の皆さんの命を守る  

ため、神奈川モデルによる医療提供体制の強化に、全力で取り組みます。 

また、政府が行う、行動制限緩和に向けた技術実証に協力し、社会  

経済活動の促進に向けた取組も進めていきます。 

引き続き、新型コロナウイルスの収束に向け、県民総ぐるみの取組に、

ご協力をお願いします。 

  
 
 令和３年９月28日 

                    神奈川県知事 黒岩 祐治 
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